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衆
議
院
議
員
早
稲
田
夕
季
君
提
出
企
業
主
導
型
保
育
事
業
に
お
け
る
補
助
金
適
正
化
法
の
適
用
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

公
益
財
団
法
人
児
童
育
成
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
か
ら
は
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
「
平
成
二
十
八
年
度

企
業
主
導
型
保
育
事
業
実
績
報
告
書
」
及
び
「
平
成
二
十
九
年
度
企
業
主
導
型
保
育
事
業
実
績
報
告
書
」
が
年
度
ご
と
に
提

出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
協
会
か
ら
の
報
告
に
よ
る
と
、
現
時
点
に
お
い
て
、
御
指
摘
の
「
二
〇
一
八
年
度
の
報
告
書
」
の

提
出
時
期
は
確
定
し
て
い
な
い
た
め
、
こ
れ
に
関
す
る
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
内
閣
府
か

ら
、
協
会
に
対
し
、
速
や
か
な
提
出
を
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

「
平
成
二
十
八
年
度
企
業
主
導
型
保
育
事
業
実
績
報
告
書
」
及
び
「
平
成
二
十
九
年
度
企
業
主
導
型
保
育
事
業
実
績
報
告

書
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
。

以
下
「
補
助
金
適
正
化
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
協
会
に
お
い
て
判
断
し
た
上
で
記
載
し
た
も
の
と

承
知
し
て
い
る
。

一



三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
過
去
三
回
」
の
企
業
主
導
型
保
育
事
業
評
価
検
討
委
員
会
（
以
下
「
評
価
検
討
委
員
会
」
と
い
う
。
）
で
使

用
し
た
資
料
に
つ
い
て
は
、
評
価
検
討
委
員
会
に
お
い
て
、
協
会
の
業
務
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
の
評
価
等
や
ヒ
ア
リ
ン
グ

に
資
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
適
切
に
判
断
し
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

企
業
主
導
型
保
育
事
業
を
実
施
す
る
事
業
者
等
に
対
し
て
当
該
事
業
の
実
施
に
要
す
る
費
用
を
助
成
す
る
業
務
を
行
う
法

人
（
以
下
「
実
施
機
関
」
と
い
う
。
）
の
平
成
二
十
八
年
度
の
公
募
に
際
し
て
は
、
当
該
公
募
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
実
施
機

関
が
行
っ
た
業
務
が
適
切
か
つ
効
果
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
検
討
委
員
会
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
翌
年
度

に
お
い
て
も
国
庫
補
助
を
継
続
で
き
る
も
の
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
平
成
二
十
八
年
度
末
及
び
平
成
二
十
九
年
度
末
の
評
価

検
討
委
員
会
に
お
い
て
は
、
国
庫
補
助
の
継
続
の
適
否
に
つ
い
て
率
直
な
意
見
の
交
換
を
確
保
す
る
た
め
、
そ
れ
ら
の
内
容

を
非
公
開
と
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
開
催
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
際
の
資
料
及
び
議
事
概
要
は
公
表
し
な
か
っ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。
そ
の
後
、
平
成
三
十
一
年
度
の
企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
実
施
体
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
内
閣
府
と
し
て
、

企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
円
滑
な
実
施
に
向
け
た
検
討
委
員
会
で
検
討
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
た
こ
と
か
ら
、
平
成
三
十

二



年
度
末
の
評
価
検
討
委
員
会
に
お
い
て
は
、
協
会
か
ら
平
成
三
十
年
度
の
業
務
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施

す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
内
容
を
踏
ま
え
、
評
価
検
討
委
員
会
か
ら
意
見
を
聴
取
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
際
の
資
料
及
び
議

事
概
要
は
公
表
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
た
も
の
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

内
閣
府
と
し
て
は
、
補
助
金
適
正
化
法
第
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
条
第

一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
補
助
金
等
の
返
還
を
命
ず
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
上
で
、
御
指
摘
の
「
補
助
金
適
正

化
法
の
理
念
に
反
す
る
不
作
為
」
及
び
「
拠
出
金
を
支
払
っ
て
い
る
経
済
界
に
対
す
る
背
信
行
為
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が

必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
「
助
成
決
定
の
取
り
消
し
」
の
事
案
に
お
い
て
は
、
協
会
か
ら
個
々
の
事
業
者

等
に
対
し
、
引
き
続
き
、
御
指
摘
の
助
成
金
の
返
還
を
求
め
る
と
と
も
に
、
法
的
手
段
を
と
る
こ
と
も
含
め
、
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
承
知
し
て
お
り
、
現
時
点
に
お
い
て
、
補
助
金
適
正
化
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
御
指
摘
の
「
児
童
育
成
協
会
に
対
す
る
交
付
決
定
」
の
一
部
を
取
り
消
す
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

六
に
つ
い
て

内
閣
府
と
し
て
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
六
日
に
公
表
し
た
「
企
業
主
導
型
保
育
事
業
（
平
成
二
十
八
年
度
・
二
十

三



九
年
度
助
成
決
定
分
）
の
検
証
に
つ
い
て
」
及
び
平
成
三
十
一
年
三
月
十
八
日
に
企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
円
滑
な
実
施
に

向
け
た
検
討
委
員
会
と
し
て
取
り
ま
と
め
た
「
企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
円
滑
な
実
施
に
向
け
た
検
討
委
員
会
報
告
」
で
示

さ
れ
た
方
向
性
に
沿
っ
て
、
御
指
摘
の
「
審
査
・
監
査
の
体
制
構
築
」
に
関
す
る
点
も
含
め
、
企
業
主
導
型
保
育
事
業
に
係

る
制
度
の
改
善
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
時
点
に
お
い
て
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。

四


